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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　製品を搬送し収容しかつ小出しするディスペンサにおいて、
　貫通開口を備えた製品プラットフォームと、
　先端部および２つの主面を備えそれらの２つの主面のうちの一方の主面の少なくとも一
部に接着剤が設けられた接着ストリップと、
　貫通開口を備えたベースと、を有し、
　前記接着ストリップの先端部は、前記製品プラットフォームの開口および前記ベースの
開口を通って前記ベースに取付けられ、
　前記製品が取付けられた前記ストリップは、前記製品プラットフォームの一表面上に配
置されることを特徴とするディスペンサ。
【請求項２】
　前記製品プラットフォームおよび前記ベースは、共通軸線の回りで相対回転することを
特徴とする請求項１記載のディスペンサ。
【請求項３】
　前記製品は、１つ以上の極小亜鉛/空気セルであることを特徴とする請求項１記載のデ
ィスペンサ。
【請求項４】
　製品ディスペンサから製品を小出しする方法において、
　製品プラットフォームと、第一端部および第二端部を備えた接着ストリップに接着され
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た製品と、内部ベースとを設ける段階と、前記プラットフォームおよび前記ベースに開口
を設ける段階と、前記ストリップの第一端部を前記プラットフォームの開口および前記ベ
ースの開口に挿通しかつ第一端部を前記ベースに固定する段階と、製品が取付けられたス
トリップを製品プラットフォームの一表面上に配置する段階と、前記プラットフォームお
よび前記ベースが共通軸線の回りで相対回転できるように前記プラットフォームと前記ベ
ースとを結合する段階と、前記製品が前記接着ストリップから解放されるまで、前記ベー
スに対して前記プラットフォームを回転させる段階とを有することを特徴とする方法。
【請求項５】
　前記製品は、前記接着ストリップから製品を剥離することにより接着ストリップから解
放されることを特徴とする請求項４記載の方法。
【請求項６】
　製品プラットフォームと、第一端部および第二端部を備えた接着ストリップに接着され
た製品と、内部ベースとを有し、前記プラットフォームおよび前記ベースの各々は開口を
備え、前記ストリップは前記製品プラットフォームの開口および前記ベースの開口に挿通
されかつ前記ストリップの第一端部は前記ベースに取付けられ、製品が取付けられた前記
ストリップは前記製品プラットフォームの一表面上に配置され、前記プラットフォームお
よび前記ベースが共通軸線の回りで相対回転できるように前記プラットフォームと前記ベ
ースとが結合されることを特徴とする製品ディスペンサ用の補充キット。
【請求項７】
　前記製品は、極小亜鉛/空気セルであることを特徴とする請求項６記載の補充キット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば補聴器に使用される亜鉛/空気セルを含む極小電池等の製品を収容か
つ小出し（dispensing）するディスペンサに関する。本明細書で使用するとき、「電池（
battery）」とは、１つ以上のセルを意味する。
【背景技術】
【０００２】
　極小電池は、そのサイズが小さいため取扱いが困難である。パッケージングから電池を
取出し、電池を適正な方向で器具に挿入し、空気セルの場合には、セルに付着された何ら
かの個々のタブを使用前に除去するには、一般に、極小電池を直接物理的に取扱う必要が
ある。亜鉛/空気セルのような金属/空気セルには、通常、タブが付着される。タブは、セ
ルハウジング内（カソード缶と呼ばれているものでは、セルの下面）に設けられた開口を
覆うことにより、セルが使用されるときまで、セル内に酸素が侵入することを制限する。
タブはまた、セル内へのまたはセルからの水蒸気の出入りを制限すべく機能し、かつセル
内への二酸化炭素の侵入を制限する。一般に、タブは、１つ以上の上記開口または空気ポ
ートを覆う接着剤を有している。タブを除去すると、ポートが周囲の酸素に露出され、こ
れによりセルが活性化されて、補聴器等の器具に使用される。上記態様の極小電池を取扱
うことのチャレンジは、手先の器用さを欠く使用者、視覚障害または他の肉体的疾患をも
つ使用者の場合には一層困難になる。
【０００３】
　従来技術において、これらの問題点の幾つかに対処する努力が見られる。例えば米国特
許第６，０３９，１８５号明細書（特許文献１）には、補聴器電池を補聴器内に挿入する
器具が開示されている。この器具は、一体結合されたいわゆる「ペタル（petal）」を有
し、該ペタルは、空気セルを各ペタル上に載せる多ペタル構造を形成している。個々のセ
ルにはタブが付着されており、次に各タブがペタルに接着される。セルは、多ペタル構造
体を掴むことにより、及び、セルがドア内に係合できるように補聴器電池のドアに近接さ
せて適当なペタルを持上げることにより、補聴器内に挿入される。次にセルは、ペタルに
接着されたタブを残したままにして、ワイピング運動により挿入器から分離される。上記
特許文献１に開示されているように、セルをその関連タブおよび挿入器から分離する方法
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は、補聴器に応力を加え、補聴器にダメージを与える可能性がある。
【０００４】
　極小亜鉛/空気セルの一般的なパッケージングには、他の問題がある。例えば米国特許
第４，５９３，７００号明細書（特許文献２）には、極小亜鉛/空気セルの一般的なパッ
ケージングが開示されている。この特許文献２に開示されたパッケージングは、厚紙カー
ドに対して回転可能に取付けられた、熱成形または型成形されたブリスター（blister）
からなる。ブリスターは多くの隔室を有し、各隔室は個々にタブが付着されたセルすなわ
ち電池を収容している。電池は、ブリスターを回転させて、装填隔室と、カードの後方か
らアクセスできるトラップドアとを整合させることにより、パッケージから小出しされる
。この小出し設計には、幾つかの欠点が付随している。例えば、トラップドアが搬送中に
開いて、電池が落下してしまう。また多数回使用すると、トラップドアが弱くなって、機
能しなくなる。また、ダイヤルのベースがカードから分離すなわち引き千切られて、電池
が落下してしまう。最後に、使用者は、タブを除去し、器具のターミナルに対してセルを
適正に配向し、電池がパッケージから取出された後に器具内にセルを挿入するためには、
依然として電池を取扱わなくてはならない。
【０００５】
　或る使用者は、極小電池を器具内に装填するときに使用者を補助する別のツールを使用
する。例えばこの目的のために、細長棒の一端に磁石が取付けられた器具が使用されてい
る。ツールは置き違え易くかつ一般的な亜鉛/空気セルに付着される個々のタブの除去を
補助するには殆ど役立たない。
【０００６】
　セルを収容し、セルをパッケージから小出しし、セルからタブを除去しかつセルを器具
内に挿入する必要性に対処するための１つのアプローチが開発されている。このアプロー
チは本件出願人の所有に係る米国特許出願第０９／６５８，２０１号明細書（特許文献３
）、米国特許出願第０９／７６４，５７９号明細書（特許文献４）、米国特許出願第０９
／８３７，０４６号明細書（特許文献５）に開示されており、これらの特許文献３～５の
全開示は本願に援用する。概略的にいえば、これらの特許文献３～５のアプローチは、セ
ルまたは他の製品を収容し、これらを一体ランディング上に小出し、かつこれらを器具内
またはこれらが使用される他の場所に直接置く機能を有するディスペンサを提供するもの
である。このアプローチに開示されたディスペンサは、セルまたは付着タブを物理的に取
扱う必要なくして、器具内に挿入する前にセルからタブを除去するものであり、従って、
極小空気セルを補聴器等の電源として使用する際の容易性を顕著に向上させる。しかしな
がら、このアプローチのディスペンサは、セルまたは他の製品をランディング上に小出し
するのに２つの別個の操作を必要とする。すなわち、セルを小出し位置に整合させるのに
、ベースとカバーとを相対回転させなくてはならず、かつセルを除去して該セルをディス
ペンサの内部からランディング上に移送するのに、サムピース（thumbpiece）を操作しな
くてはならない。
【０００７】
　ピル等の錠剤、キャンディ等の食品、ねじ等の部品（但しこれらに限定されない）を含
む他の小型製品の取扱いは、これらのサイズが小さいため、特に手先が器用でない使用者
、視覚その他の肉体的疾患のある使用者にとっては等しく困難である。本発明は極小セル
、より詳しくは極小亜鉛/空気セルに関連して例示するが、本発明は、上記他の小型製品
の搬送、貯蔵および小出しに関連して使用することもできる。本明細書で使用する用語「
製品」は、極小セルまたは電池に限定されるものではなく、上記のような他の小型製品を
全て含むものである。
【０００８】
【特許文献１】米国特許第６，０３９，１８５号明細書
【特許文献２】米国特許第４，５９３，７００号明細書
【特許文献３】米国特許出願第０９／６５８，２０１号明細書
【特許文献４】米国特許出願第０９／７６４，５７９号明細書
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【特許文献５】米国特許出願第０９／８３７，０４６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の第一目的は、製品を収容しかつ搬送する構造的パッケージ、パッケー
ジから製品を取出すディスペンサ、および製品を操作しかつ器具または他の目的使用場所
内に配向する挿入器として機能する、多くの別個のディスペンサ操作を必要としない製品
ディスペンサを提供することにある。
　また本発明の目的は、器具または他の目的使用場所内に製品を挿入する前に製品を取扱
う必要が全くない製品ディスペンサを提供することにある。
　更に本発明の目的は、亜鉛/空気セルのような金属／空気セルの場合に、タブ材料の直
接取扱いを不要にする製品ディスペンサを提供することにある。
【００１０】
　本発明の他の目的は、器具内への挿入前、挿入中または挿入後に、使用者がセルまたは
タブ材料を取扱う必要がなく、空気セルの活性（タブ除去による）および小出しの両方を
行う製品ディスペンサを提供することにある。
　本発明の他の目的は、目的使用のための挿入または配置を行うべく製品を取扱いかつ配
向するための別途ツールを必要としない製品ディスペンサを提供することにある。
　本発明の他の目的は、ディスペンサからの意図しない小出しを防止できる製品ディスペ
ンサを提供することにある。
　本発明の他の目的は、このような製品ディスペンサ用の補充カートリッジを提供するこ
とにある。
　本発明の他の目的は、使用済みカートリッジの除去後に、使用者が補充カートリッジを
取付けることを任意に行い得る製品ディスペンサを提供することにある。
　本発明の他の目的は、廃棄または材料回収目的で、使用者が使用済み製品を貯蔵できる
製品ディスペンサを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、極小電池等の製品の貯蔵および小出しを行うための容易に使用できる製品デ
ィスペンサを提供する。本発明のディスペンサは、小出しプロセス中または製品の目的使
用のための製品の挿入または配置プロセス中の任意の時点で製品を取扱う必要性を無くす
ことができる。本発明のディスペンサは、１回の操作器具でこの結果を達成する。本発明
のディスペンサは、該ディスペンサの１回操作により、製品を小出し位置に配向し、製品
をディスペンサの内部から外部に移送し、亜鉛/空気セル製品の場合には製品のタブを除
去しかつディスペンサの外部に製品を着脱可能に保持して、直接製品に触れることなく製
品の最終配置を容易にする。
【００１２】
　この長所および他の長所を達成するため、および本明細書で具現されかつ説明された目
的に従って、本発明は、製品プラットフォームと、接着ストリップと、ベースとを有する
製品ディスペンサを提供する。製品プラットフォームは、上面と、下面と、プラットフォ
ームを貫通する開口とを備えている。接着ストリップは２つの主面を有し、一方の主面に
は接着剤がなく、他方の主面の少なくとも一部には接着剤が付着されている。ベースは、
上面と、下面と、ベースを貫通する開口とを有している。接着ストリップは、製品プラッ
トフォームの開口およびベースの開口の両方に挿通され、ストリップの一端がベースの下
面に取付け（貼り付け）られる。製品プラットフォームおよびベースは、製品プラットフ
ォームの下面とベースの上面とが対面するようにして、共通軸線の回りで相対回転できる
ように一体に嵌合される。接着ストリップは、該ストリップの非接着面が製品プラットフ
ォームの上面と接触するようにして配置される。例えば亜鉛/空気セルのような製品は、
ストリップの接着面に接着剤により取付け（貼り付け）られる。亜鉛/空気セルの場合に
は、接着ストリップは、セルが付勢および使用のためにタブの除去準備が整うまで、タブ
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として機能する。ベースまたは製品プラットフォーム間に相対移動を生じさせるためにベ
ースまたは製品プラットフォームの一方を回転させると、接着ストリップが製品プラット
フォームの開口を通って移動するので、製品は、製品プラットフォームの開口に向かって
前進される。ストリップは製品プラットフォームの開口を通って移動するのに対して、製
品は反対の移動経路に従動するため、製品は接着ストリップから分離される。接着ストリ
ップから分離した後は、製品は、ディスペンサの内部から外部へと移送される。
【００１３】
　好ましい実施形態ではディスペンサカバーも設けられ、該カバーは、貯蔵および搬送中
に製品を保護する補助をなし、かつ製品小出し位置に製品を位置決めすることおよび製品
をディスペンサの内部から外部に移送することを容易にする。この実施形態では、ディス
ペンサの外部で製品を着脱可能に保持し、使用者が、器具内への最終挿入または他の目的
使用のために製品を配向する間に、製品自体ではなく、より大型でかつ操作し易いディス
ペンサをグリップすることを可能にする。
【００１４】
　他の実施形態では、ベースの底面には、廃棄または材料回収を目的として使用済み製品
を貯蔵する貯蔵領域が設けられている。ディスペンサ全体は、材料回収のために処理され
るか、さもなくばリサイクルされる。カバーとベースとが分離可能であれば、ベースのみ
を処理して材料を回収するか、さもなくばリサイクルできる。
　他の実施形態では、カバーは半透明材料で作られ、ベースまたはカバーまたはこれらの
両方は、サイズのような種々の製品特性を表示すべくカラーコード化できる。
　他の実施形態では、カバーは更に、製品プラットフォームに対するベースの回転を制御
するハンドルを有している。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　本発明の上記および他の目的は、以下の説明および添付図面から完全に明らかになるで
あろう。
　本発明の上記および他の特徴、長所および目的は、明細書の以下の記載、特許請求の範
囲の記載および添付図面を参照することにより、当業者には更に明瞭に理解されよう。
　添付図面に示しかつ明細書で以下に説明する特定実施形態は、特許請求の範囲に記載の
本発明の概念を示す簡単な例示実施形態である。従って、本願に開示する特定実施形態に
関する特定寸法および物理的特徴は、特許請求の範囲に記載されたものでない限り、限定
的なものであると考えてはならない。
【００１６】
　本発明のディスペンサ１０の好ましい実施形態は、製品プラットフォーム１４と、接着
ストリップ１６と、内部ベース１８とを有している。接着ストリップ１６は、２つの対向
主面２０、２２を有している。一方の面２０は接着面であり、該面２０上に、本願で亜鉛
/空気セルとして例示する製品２４が貼り付け（affix）られる。他方のストリップ面２２
には、接着剤が存在しない。ストリップ１６は、製品プラットフォーム１４の周囲形状に
一致するように形成されている。図示のように、製品プラットフォームは円形であり、接
着ストリップ１６は、製品プラットフォーム１４の周囲の主要部の回りにストリップを位
置決めできるように形成されている。ストリップ１６は、この面２２が製品プラットフォ
ーム１４に対面するようにして、製品プラットフォーム１４の上面上に置かれる。従って
ストリップ１６は、製品プラットフォーム１４の上面に接着されることはなく、ストリッ
プ１６と製品プラットフォーム１４との間の相対移動が可能である。
【００１７】
　接着ストリップ１６の先端部２６（本明細書では、小出しすべき最初のセルに最も近い
端部をいう）は、製品プラットフォーム１４の開口２８に挿通される。製品プラットフォ
ーム１４と接着ストリップ１６との組立体は、製品プラットフォーム１４と内部ベース１
８との間に相対移動を可能にする態様で、共通回転軸線の回りで内部ベース１８に結合さ
れる。ストリップ１６の先端部２６はまた、内部ベース１８の開口３０を通って供給され
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る。ストリップ２６の先端部２６は、内部ベース１８の下面に常に貼り付けられる。
【００１８】
　製品２４が貼り付けられたストリップ１６と、製品プラットフォーム１４と、内部ベー
ス１８とのこの組立体は、製品を接着ストリップから解放（リリース）でき、従って、単
一操作で製品を小出しする。ここで、より詳細に説明すると、ストリップ１６の先端部２
６に最も近い製品２４が開口２８に出合うように、内部ベース１８に対して製品プラット
フォーム１４を回転（または、逆に、製品プラットフォーム１４に対して内部ベース１８
を回転）させることにより、製品２４がストリップ１６の接着面２０から解放される。
【００１９】
　好ましい実施形態では、製品プラットフォーム１４と、ストリップ１６と、製品２４と
、内部ベース１８との組立体は、次に、外部ベース３２内に配置される。外部ベース３２
は、ディスペンサ１０をグリップしかつ製品プラットフォーム１４と内部ベース１８との
間に相対移動させる便利な構造を与える機能を有している。製品プラットフォーム１４お
よび外部ベース３２は、これらが一体的に移動するように結合される。例えば、外部ベー
ス３２には、製品プラットフォーム１４の凸部３６が嵌合する１つ以上の内部凹部３４を
設けることができる。これにより、製品プラットフォーム１４および外部ベース３２は、
内部ベース１８に対して同じ相対移動を受ける。任意であるが、外部ベース３２には、デ
ィスペンサのグリップ、作動および操作が容易に行えるようにするため、外周部に沿って
凹部を設けることができる。
【００２０】
　外部ベース３２、製品プラットフォーム１４および内部ベース１８に適した材料として
、当業者に知られている型成形可能な耐久性ポリマー材料がある。接着ストリップ１６は
、貯蔵および輸送中に、製品を、ディスペンサ内で、ストリップ上の所定位置に保持する
のに適した任意の接着材料で形成できる。亜鉛/空気セル２８の場合には、接着ストリッ
プ１６は、亜鉛/空気セルの製造に使用されている適当なタブ材料が好ましい。適当な接
着剤の選択は、接着ストリップに接着される製品の特性および製品に予想される貯蔵、取
扱いおよび輸送の経験により少なくとも一部が決定されることは理解されよう。
【００２１】
　好ましい実施形態では、ディスペンサは更にカバー１２を有している。カバー１２は、
該カバーの内部天井から延びている壁４０により形成された１つ以上の製品チャンバ３８
を有している。カバー１２が、接着ストリップ１６および製品２４が所定位置に配置され
た製品プラットフォーム１４上に置かれると、小出しすべき各製品が、１つの製品チャン
バ３８内に入ることは理解されよう。カバー１２および内部ベース１８は、これらが一緒
に移動するように結合される。例えば、カバー１２には、内部ベース１８に設けられた協
働キー孔４４内に嵌合される突出キー４２を設けることができる。これにより、カバー１
２および内部ベース１８は、製品プラットフォーム１４および外部ベース３２に対して同
じ相対移動を受ける。
【００２２】
　カバーに適した材料として、当業者に知られている、耐久性のある任意の型成形可能な
ポリマー材料がある。カバーの少なくとも一部は透明に形成して、ディスペンサ内に収容
された製品を使用者が見ることができるようにするのが好ましい。
【００２３】
　製品プラットフォーム１４および外部ベース３２に対してカバー１２および内部ベース
１８を回転させる間に、製品２４は、製品プラットフォーム１４の開口２８に出合う。ス
トリップ１６は開口２８を通って、製品２４から剥離される。この剥離作用は、ストリッ
プ１６が開口２８を通るときにストリップの移動経路を反転させることにより起こり、こ
れによりストリップは、開口２８の近位側縁部５８上の位置から、該近位側縁部５８の周
囲を通り、開口２８の近位側縁部５８の下の位置へと移動する。図７Ａには、丁度解放さ
れたばかりの製品２４Ａ、解放すべき製品２４Ｂ、およびストリップ１６の移動経路が示
されている。
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【００２４】
　ひとたび製品２４がストリップ１６から解放されると、製品は、ディスペンサの内部か
ら外部へと移送することにより、小出しで製品を入手できるようになる。上記連続回転に
より、解放された製品が、製品チャンバ壁４０に出合うようにされる。チャンバ壁４０は
、解放された製品２４を、相対回転移動中に、製品プラットフォーム１４上の所定の製品
小出し位置４６に向けて移動させるように構成されることは理解されよう。チャンバ壁４
０の形状は、一部は、小出しすべき製品に基いて、並びに、接着ストリップから解放され
た接着ストリップから解放された後に製品が移動すべき距離に基いて変えることができる
。
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態では、製品プラットフォーム１４は更に製品ガイド４８およ
び移送ランディング５０を有し、外部ベース３２は外部ランディング５２を有している。
上記１回の相対回転移動により、接着ストリップ１６から解放すべき製品２４が、製品小
出し位置４６から移送ランディング５０上に移動され、かつ移送ランディング５０から外
部ランディング５２上に移動され、これにより、製品がディスペンサの内部から外部に移
送される。製品ガイド４８は、チャンバ壁４０と協働して、解放された製品を適当な位置
に移動させる。移送ランディング５０は製品プラットフォーム１４と一体であるのが好ま
しく、かつ外部ベース３２の側壁の開口を通って突出し、これにより、製品プラットフォ
ーム１４と外部ベース３２との間の相対移動を更に防止する。
【００２６】
　外部ランディング５２には、磁石部品５４を固定するのが好ましい。磁石部品５４は、
使用者が器具内での最終配置または他の配置のために製品を配向する間に、亜鉛／空気電
池等の金属製品をランディング５２上でコントロールしかつ着脱可能に保持する補助を行
う。或いは、当業者には明白であろうが、製品によっては、製品をランディング５２上で
コントロールしかつ着脱可能に保持するのに、面ファスナ（velcro）または接着剤等の他
の面または材料を使用できる。これらの他の面または材料は、ランディング５２の全体を
これらの表または材料で形成するか、接着剤または他の固定方法によりランディング５２
に固定することもできる。また、磁石部品５４は平坦形状または他の形状にすることがで
きるし、ランディングから露出させることも、ランディング内に埋設することもできる。
製品の使用および配置に余裕がある場合には、ランディング５２の遠位端にストップ壁(
図示せず)を更に設けて、製品がディスペンサの内部からランディング５２上に移送され
るときに製品の前進移動をコントロールするように構成できる。
【００２７】
　また、非金属製品のランディング５２上での着脱可能な保持は、ランディング５２の上
方に延びかつ製品２４に対して下向きの圧力を加える張出し挟み部(pincher：図示せず)
を設けるか、製品２４がランディング上に小出しされたときに製品と干渉する挟み部(図
示せず)をランディング自体に設けることにより達成できる。
【００２８】
　任意であるが、従来技術で知られているように、本発明の範囲内で、割出し位置をディ
スペンサの設計に採用することができる。このような割出し位置は、接着ストリップから
製品を解放しかつ製品をディスペンサの内部から外部に移送するのに充分な所要回転の機
械的停止位置を使用者に与える。任意であるが、ベースの下面には、使用済み製品を貯蔵
しておくための貯蔵隔室(図示せず)を設けることができる。
【００２９】
　本発明のこの実施形態の他の態様では、全ての製品２４が完全に小出しされたならば、
製品プラットフォーム１４と、ストリップ１６と、内部ベース１８とからなる組立体の全
部または一部を廃棄することにより、ディスペンサを再使用することができる。元のカバ
ー１２および外部ベース３２に使用するための、小出しすべき新しい製品を備えた、製品
プラットフォームと、ストリップと、内部ベースと、製品とからなる予め組立てられた組
立体をなす補充キットが提供される。
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【００３０】
　本発明のディスペンサを使用する他の方法では、接着ストリップが製品２４から剥離さ
れない。製品は、接着ストリップから剥離されるのではなく、掻き取られる。この方法で
は、一方のカバー１２及び内部ベース１８と、他方の製品プラットフォーム１４及び外部
ベース３２との相対回転移動が反対方向に続けられ、このため、製品プラットフォームの
開口２８を通るときのストリップ１６の移動経路は、開口２８を通る前のストリップの移
動経路と同じである。かくして、回転移動によりストリップが開口２８を通るときに、開
口２８の前縁部５６がストリップ１６と製品２４との間に入り込む。前述の剥離解放メカ
ニズムとは異なり、ストリップ１６は、開口２８の近位側縁部５８の回りおよび下面を通
るのではなく、近位側縁部５８の上面の位置から、遠位側縁部５６の下面の位置へと移動
する。図７Ｂには、解放された直後の製品２４Ａ、解放すべき製品２４Ｂ、およびストリ
ップ１６の移動経路が示されている。
【００３１】
　以上、本発明の幾つかの実施形態のみを説明したが、本発明の精神および範囲を逸脱す
ることなく多くの変更を行うことができる。本明細書は、これらの変更が特許請求の範囲
またはこの均等物に含まれるものである限り、これらの変更を含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明によるディスペンサを示す斜視図である。
【図２】本発明によるディスペンサの製品プラットフォームを示す斜視図である。
【図３】本発明によるディスペンサのベースを示す斜視図である。
【図４】本発明によるディスペンサの外部ベースを示す斜視図である。
【図５Ａ】本発明によるディスペンサのカバーを示す斜視図である。
【図５Ｂ】図５Ａのカバーの底面図である。
【図６】本発明によるディスペンサを示す分解図である。
【図７Ａ】本発明の一態様による製品プラットフォームおよび接着ストリップを示す断面
図である。
【図７Ｂ】本発明の他の態様による製品プラットフォームおよび接着ストリップを示す断
面図である。
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【図２】

【図３】

【図４】

【図５Ａ】

【図５Ｂ】 【図６】
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